
 

報告第１号 令和５年度事業報告について 
                                           

自 令和５年４月  １日 

至 令和６年３月３１日 

 

Ⅰ 令和５年度は、県･市町の支援と社員各位の協力を得て、次のとおり事業を実施した。 

 

１ 農村地域づくり・農業の担い手育成事業（定款第４条第１項第１号、２号） 

 

農村の維持発展を目的として、他地域との交流や地域資源を活用したビジネス展開へ

の助言など、市町が行う地域づくり計画作成や推進を支援し、農村の有する資源を最大

限に活用した農村地域づくりを推進した。 

  また、担い手の確保・育成をさらに推進するとともに、担い手や自給的農家が将来に

わたって安心して農業を継続できる地域づくりに向け、活用可能な農地と新規就農者

とを結びつけるなど、地域全体での農地の有効活用を促進した。 

 

(１) 農村地域づくり事業                  

ア 農村地域づくり支援事業 

        地域の特徴を生かした農村づくりへの市町の取り組みを支援するため、地域

に寄り添い地域の将来像をサポートする人材の育成支援を行うとともに、市町

が地域の将来計画を策定するにあたり、①当法人の各種事業等を一体的に活用

する提案や、②地域の課題に応じた専門家の斡旋支援、③担い手不足の地域に

は、新たな担い手の参入誘導など、農村地域づくり及び農業の担い手を育成し

た。 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

農地の有効活用  

・いきいき農地バンク方式推進地区数  23地区32集落 

・農村地域づくり取組数                 ６地域 

・棚田地域交流・学習会                 ２回 

12,124,000

地域課題への対応 

・農村地域づくり推進リーダー育成研修会の開催 

15回 

・棚田地域への専門家派遣           20回 

  ※「いきいき農地バンク方式」：集落合意のもと、地域の活用すべき農地のすべてを農地バンク(当機

構)が借受け、担い手に農地を集積・集約することで、地域全体で農地の有効活用を図る手法 

 

イ 都市農村等交流事業 

         都市と農村の交流を促進するため、ボランティア活動の受け入れを希望する地

区等(｢ふるさとむら｣)に対する農村ボランティアの募集等の活動支援を行った。 

 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

農村ボランティアの

募集・登録     

・農村ボランティア登録数               84名 

(延べ登録数 3,976名) 

2,554,000

 

 



 

ウ 農福連携推進事業 

       地域の高齢化がさらに進行するなか、多様な人材の農業参画を図るとともに、

障害者の社会参画を実現する取組として「農福連携」に取り組んだ。 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

農福連携研修会 

（一般コース） 

農業者が農福連携を知り理解を深めることにより

農福連携への取組意識の醸成を図るための講座を開

催                     ２回 

8,728,000

農福連携研修会 

（実践コース） 

 特別支援学校等の協力を得て､農業者が障害者と一 

緒に作業することを通じて､現場で農福連携につなげ 

る実践講座を開催              ３回 

相談対応及びマッ

チング 

・農業者からの農福連携相談対応       25件 

・農福連携を希望する農業者と福祉事業所等をマッ

チング                                15件 

JAグループへの 

農福連携の専門家

派遣 

JAによる農福連携の取組を促進するため専門家を

派遣                     ６回 

 

(２) 農業の担い手育成事業               

ひょうご就農支援センターを核に新規就農者の確保・育成や担い手のさらなる経 

営発展のための支援事業に取り組むことにより、就農から経営の確立まで、農業経

営体の経営発展段階に応じた支援を行った。 

(農業後継者育成事業積立資産活用事業は【積立資産】と表記) 

ア 新規就農者確保・育成推進事業 

  新規就農者への就農に関する相談や各種支援事業の情報提供を行うほか、担い

手となる者への地域への溶け込みや関係機関の就農支援に要する経費への支援等、

新規就農者の確保・育成のための支援事業を実施した。 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

ひょうごde就

農サポート事

業 

・県内での就農相談会の実施 

就農希望者セミナー､就農現地見学(バスツアー)各１回 

・県外での臨時就農相談窓口の設置や説明会等を実施 

２回(東京、大阪) 

63,530,371

農業入門講座 

in 駅前 

農業や就農に関心のあるサラリーマン等を対象に農業

の基礎的知識が習得できる研修を実施 

平日夜間コース：６回×１期 

休日昼間コース：６回×３期   合計88名 

ひょうごの農 

トライアル事

業 

新規就農相談者で農業体験を希望する者を対象に、県

内の優れた指導農家の下で行う短期・長期のインターン

シップ研修を支援 

短期（７日以内）×80名、長期（20日以内）×41名 

新規就農 

コーディネー

ト強化事業 

地域の新規就農者へ実情に応じた技術支援、現地視察

を開催 

プロジェクト活動支援 23回 



 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

地域の担い手

定着応援事業 

・新規就農者と指導する農業者とのマッチング支援や地

域ぐるみの支援プランを整備    プラン策定6件 

・農業情報総合サイト等を活用して新規就農者の増加に

つながる情報を発信 

ひょうごで輝

く女性農業者

活躍促進事業 

・女性農業者の確保・育成に取り組むグループの活動を

支援                 13グループ 

・活動事例の紹介などを通じた交流会、女性就農希望者

を対象とした説明会や個別相談会を実施    各1回 

経営者マッチ

ング支援事業 

農業高校生・農業大学校生で雇用就農を希望する者と

経営者のマッチングを図るため、農業法人就職相談会や

人材確保セミナー等を開催 

農業法人の仕事相談会 ２回 

青年農業者育

成指導事業 

【積立資産】  

・農業高校生等の集いや青年農業者技術交換大会の開催 

・農業高校生等に対する就農への意識調査を実施 

高校生就農講

座開催事業 

【積立資産】 

高校生等に対し、地域の青年農業士等による就農に向

けた講演、農場見学等を行い、将来の就農に向けた意識

啓発を実施            農業関係学校 12校 

地域協議会事

業 

【積立資産】 

地域の実情に応じた若手農業後継者育成対策を展開す

るため､地域協議会を支援            11協議会 

農業後継者育

成モデル事業 

【積立資産】 

地域の関係機関と連携して、ＪＡ等による農業技術と

経営に関する実践的な研修を行う施設・機械整備費用を

助成                     ２箇所 

 

イ 担い手の経営発展事業 

企業的経営管理などの知識を有する農業経営体を養成し、地域の担い手となる

認定農業者、リーダーを育成するとともに、集落営農組織等の経営基盤強化を図

った。 

また、担い手の経営の安定・発展を図るため、農業後継者育成事業積立資産を

活用した経営発展に資する事業を実施した。 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

若手農業者総合対

策事業 

【積立資産】 

 青年農業者の育成と地域農業の活性化を図るとと

もに、新規就農者確保・育成のための環境を醸成 

青年農業士会等活動支援(県域) ２団体 

農業青年クラブ等活動支援    22団体 

青年農業士の認定                19名  

113,761,550

農業後継者等ビジネスリーダー育成支援事業【積立資産】  
 農業後継者等

海外派遣事業 

  

農業後継者等の経営の高度化・多角化を目的に、

新たなビジネス展開のため海外での先進地調査・研

修活動を支援                 支援者数３名 

(オーストラリア１名、タイ２名) 



 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

農業後継者等
海外長期研修
支援事業 

農業後継者等が先進的・近代的な農業体験を国外
で1年以上留学して行う実践研修に支援 

令和５年度は該当者なし 

農業後継者経営発展事業（第２期拡充事業）【積立資産】  

 

親元新規就農
者早期経営安
定支援 

地域農業の中心的な担い手となる認定農業者等の
後継者として､親元就農する新規就農者の就農開始
と早期安定のため､施設･機械整備費用を助成 25名 

若手農業後継
者経営安定化
促進支援 

新規就農者から認定農業者にステップアップし、
地域農業を担う若手農業者の経営の安定発展のた
め、施設・機械整備費用を助成              ７名 

青年農業士等
経営発展支援 

次代の兵庫県農業を担う青年農業士の規模拡大や
生産性向上、先進的な取組等、更なる経営・発展の
ために必要な施設・機械整備費用を助成      14名 

ひょうご農業 
ＭＢＡ塾開設事業 
 

企業的感覚で農業経営のモデルとなる農業経営体
を養成するため、専門性の高い内容の「ひょうご農
業ＭＢＡ塾」を開催      受講生 ８名(講義13回) 

農業経営法人化 
支援総合事業 

法人化や経営体質強化を希望する農業経営体を支
援するため、兵庫県やＪＡ兵庫中央会等を構成員と
する経営戦略会議を開催し、支援対象者を重点指導
農業者として位置づけ、専門家派遣や経営相談会を
実施           経営相談会３回、戦略会議15回 
          重点指導農業者       83経営体 

専門家派遣            90回  
雇用就農資金 
 

・農業経験が５年未満の就農希望者を研修生として 
雇用する農業法人等に資金を交付       ３回 

・当該農業法人等への指導・支援、研修生への状況 
確認や相談対応を実施(現地確認 延べ146経営体) 

地域力向上集落営
農塾等開催事業 

・集落営農の組織化・法人化及び広域化等による経
営強化や後継者育成と円滑な経営承継に向け、地域
リーダーを育成するための研修等を開催 

研修等を実施した協議会 ４協議会 
個別相談会             ２回 

・農業経営の改善に積極的に取り組み、地域農業の
振興などの取組が優良な集落営農組織を表彰   1回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 農地の有効活用推進事業（定款第４条第１項第３号）     

 

効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対して農地の集積・集約化を図るため、農地

中間管理事業による農地の貸借や特例事業による農地の買入・売渡、資金貸付による農

作業受託を推進した。 

また、関係機関と一体となり、ゾーニング意向に基づき担い手と自給的農家が地域全

体で農地活用を行ういきいき農地バンク方式を引き続き推進するとともに、地域農業の

将来のあり方や農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定める市町の地域計画

策定を支援した。 

 

(１) 農地中間管理事業 

   「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき、県から農地中間管理機構の

指定を受け、規模縮小する農業者の農地を、規模拡大をめざす認定農業者や集落営

農法人、農業参入企業等へ転貸し、農地の集積・集約化を進めた。 

事 業 内 容 事業量 事業費(円)

農地中間管理事業による貸借 
借 受         580ha 182,333,127

 

貸 付        574ha 

いきいき農地バンク方式推進地区数(再掲) 23地区32集落 

市町・集落等への説明 1,708回 

新聞広告等多様な媒体を活用した広報 １回 

市町等への業務委託 35団体 

 

 （参考）年度別貸付等面積 

年 度 H26～R2 R3 R4 R5 合計 

貸付等面積 5,240ha 853ha 816ha 574ha 7,483ha 

 

(２) 農地中間管理機構の事業の特例（売買事業）等 

規模縮小する農業者から農地を買入れ、規模拡大をめざす認定農業者等に売渡し

を行うとともに、農作業受託で規模拡大をめざす認定農業者等に資金の貸付を行っ

た。 

事 業 内 容 件数 事業量 事業費(円) 

農地中間管理機構の事業

の特例 (売買事業) 

買 入 4      1.3ha    3,730,916

売 渡 4      1.3ha 

農作業受託促進事業 
継 続  2 11.0ha 

新 規 １ 5.6 ha 

 

 

 



 

３ 農業委員会支援事業（定款第４条第１項第２号、３号、４号) 

                                 

「農業委員会等に関する法律」に基づき、県から農業委員会ネットワーク機構の指定 

を受け、農地制度の適正執行や農地利用の最適化推進などにかかる農業委員会活動の支

援等のため以下のとおり実施した。 

 

(１) 兵庫県農業会議関係事業 

    農業委員会支援のための諸事業等に取り組むため、市町農業委員会長、農業団体

役員等を会員とする内部組織兵庫県農業会議において、下表の委員会等を開催・運

営し、農業委員会ネットワーク業務の推進方針や事業実施計画の検討・提案等を行

った。 

区  分 事 業 内 容 事業費(円) 

常任委員会 

農業委員会ネットワーク業務の推進方針の立案

や、農業委員・農地利用最適化推進委員の資質向

上を図る研修等の企画          ３回 

17,701,496

農地委員会 
農地法に基づく意見照会案件（農地転用面積30

ａ超え）等の審議                        12回 

担い手・企画 

委員会 

農地・担い手対策等農業・農村施策の改善意見

等の協議                 ２回 

農業委員会会長・

事務局長会議 

農業委員会ネットワーク業務の推進方針や農業

委員会の活動方向等の協議          ３回 

農業団体参事・ 

事務局長会議 

農業委員会ネットワーク業務の次年度計画等に

関する協議                 １回 

 

(２) 農業委員会支援のための諸事業 

農業委員・農地利用最適化推進委員を対象とした研修や農業委員会活動事例の収

集・提供等を行い、農業委員会活動の強化を図った。 

区  分 事 業 内 容 事業費(円) 

農業委員会活動

強化事業 

・改選農業委員・農地利用最適化推進委員研修会 

 24回 

・事務局職員研修会            ３回 

・農業委員会活動事例、田畑売買価格等の情報 

収集・提供               ４回 

34,584,129

農地利用効率化

事業 

・農業委員会サポートシステム基礎研修会  １回 

・データ整備に係る農業委員会への巡回支援   ２回 

機構集積支援事業 

・農業委員会ブロック別研修大会      ５回 

・女性委員交流研修会           ２回 

・農地担当者会議             ２回 

・農家の意向把握アプリ等説明会      ２回 

・農業委員会巡回                        41回 



 

区  分 事 業 内 容 事業費(円) 

耕作放棄地活用

総合対策事業 

・農地パトロールに関する事例等の収集・提供 

                     １回 

農業者年金事業 

・担当者会議・研修会                    ３回 

・加入推進特別研修会                    １回 

・農業者年金制度説明会            10回 

・新規加入の促進                   15名加入  

農業・農業委員

会活動活性化事

業 

・全国農業委員会会長代表者集会等への参加２回 

・農業・農村施策に関する行政機関等への意見 

 提出                  １回 

・農業者団体等の活動支援         ２回 

・計画的な土地利用推進に係る啓発資料の作成･ 

配付                  １回 

情報提供推進事業 ・農業及び農業委員会関係の情報収集・提供 

 

（参考１）農地法に基づく意見照会案件等の審議実績 

区  分 件数（件） 面積（㎡） 備 考 

農地法第４条 9 51,570  

農地法第５条 41 226,367 現地調査15回実施 

農地法第18条 1 358  

農地法第41条 4 13,490  

合 計 55 291,785  

（注）農地法第４条＝農地所有者が自ら農地以外に転用（自己転用） 

     農地法第５条＝農地転用と合わせて権利移動（売買・賃借等） 

        農地法第18条＝農地賃貸借契約解除等の許可 

        農地法第41条＝利用権設定の知事裁定 

 

（参考２）農地相談等の実績 

区 分 
農地売買 

貸借関係 

農地転用 

関係 

農地の 

解約関係

農業委員

会の事務

遊休農地 

・税制等 
合 計 

件 数 168 161 15 33 33 410 

 

 

 

 

 

 



 

４ 「楽農生活」推進事業（定款第４条第1項第５号、12号） 

 

(１) 兵庫楽農生活センター管理運営事業 

   ア 施設の管理運営、広報等 

県から指定管理（令和３年度から３年間）を受け､県民の誰もが「農」に関す

る様々な体験や学習、実践を通じて､自然と親しみ、自然と共に生きることを実

感しながら、食と「農」を楽しむことができる「楽農生活」を推進した。 

   特に、民間参画事業者との連携による新たな体験イベントの企画やSNS等を活

用した情報発信の強化に取り組み､魅力ある楽農生活推進の拠点として管理運営

を行った。 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

管理運営業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  施設の利用者数                       81,476人 

②   主要イベントの企画・実施     ４回合計6,496人 

  ア 楽農生活フェア（春）              743人 

    令和５年４月23日(日)開催      

 イ 楽農生活フェア（夏）               1,353人 

   令和５年７月30日(日)開催 

 ウ 秋の感謝祭                 3,000人 

      令和５年11月12日(日)開催 

 エ 楽農生活フェア（新春）           1,400人 

   令和６年１月21日(日)開催  

③  民間参画事業者による体験イベント等の実施 

  ア【株式会社ashimoka】 

   食体験(ﾚｽﾄﾗﾝ)        利用者        27,200人 

   野菜栽培体験       者   (122回)          4,402人 

   きのこ栽培体験       者   ( 47回)        663人 

  イ【兵庫六甲農業協同組合】 

    農産物加工体験       者  ( 59回)           1,216人 

   農産物直売利用者            9,988人 

  ウ【老ノ口受託グループ】 

   果樹栽培体験       者  ( 15回)             817人 

  エ【兵庫農機販売株式会社】 

   農機具展示、農機レンタル                32台 

④ 研修室利用件数                                                 384件 

   (研修室A 117件、研修室B 205件、研修室C  62件) 

⑤ レストラン棟空調機器更新工事、農産物直売所照

明ＬＥＤ化工事等、施設の維持管理 

43,315,210

 

広報・普及      

啓発業務 

 

 

  センター施設や事業内容等の広報、「楽農生活」の普

及啓発等  

①  ホームページやイベントチラシ等による情報発信 

②  LINEやFacebookなどSNSを活用した情報提供 

 

 

 

 



 

イ 楽農学校等事業 

「楽農生活」の実現に向けて、県民誰もが気軽に「農」の大切さを学び、体験 

し、実践できるよう、人材の育成や学習を支援する「楽農学校事業」や農作物 

栽培、加工、食などの体験・交流を支援する「楽農交流事業」等を実施した。 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

楽

農

学

校

事

業 

生きがい農業

コース  

 

 

 市民農園などで生きがいとして農業を楽しみたい

人を対象に基礎的な農業知識・技術を習得する研修  

 研修人数           104名(上期54名、下期50名) 

  研修期間：上期：４月～８月          合計15回 

下期：９月～３月           合計14回 

26,992,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就農コース 

 

 

 

 本格的な農業経営（慣行農法及び有機農法）を目

指す人を対象に、学識者や農業実践者による指導や

専用ほ場での栽培実習等総合的な知識や農業技術、

経営管理が習得する研修 

 研修人数          34名(19期20名、20期14名) 

 研修期間            ８月から１年間 

有機農業塾 

 

 

 有機農業の裾野を広げ、取り組む人を育てるため

の入門講座として、幅広く基礎的な栽培技術が習得

する研修 

 研修人数                 50名 

 研修期間 ４月～１月（月１回）      計10回 

楽

農

交

流

事

業 

親子農業体験

教室 

 

 

 

 

 

 ｢農｣への理解促進と自然とのふれあいを図るため

、親子(家族)を対象に、｢コウノトリ育む農法｣によ

る田植えから稲刈り・試食までのお米づくりや兵庫

県特産品の黒大豆づくりの体験 

 参加者数             140家族(509名) 

  うち お米づくり       100家族(362名) 

     黒大豆づくり      40家族(147名) 

農作物栽培体

験 

農作物に親しむイベントとして、そばやかんぴょう

等の栽培体験を実施            680名 

新規就農者確保 

事業 

 

 

  楽農学校事業の就農コース研修生のうち、就農前

の研修期間の所得を確保する「農業次世代人材投資

資金(準備型)」の受給希望者に対して、申請手続等

を支援                   4名 

 

(２) 市民農園の推進 

「楽農生活」を普及・推進するため、市民農園の利用促進活動を実施した。 

区  分 事 業 内 容 事業費(円)

市民農園推進 

事業 
 市民農園の利用案内などの情報提供等   200,000

 



 

５  分収造林事業（定款第４条第１項第６号､８号） 

 

分収造林地(約２万ha)の管理ついて、経済性・公益性に配慮し、森林状況等に応じて

主伐、利用間伐、保育等を実施した。 

特に利用間伐の実施については２ヵ年施工を活用し事業量の拡大と収益確保を図った。 

なお、令和３年度に国から認証を受けたJ－クレジット計画については、県の｢分収造

林事業のあり方検討委員会｣の報告内容等を踏まえ､クレジットの発行手続きを見合わせ

た。 

 

(１) 主間伐事業等 

    木材市況の動向、収益性を見極め、造林補助金等を最大限に活用して、主伐や利

用間伐した木材を山土場において建築用・合板用・燃料用等に仕分けて販売するな

ど、収益の向上に努めた。 

    

① 収 入 

区 分        事 業 量       販 売 額 ( 円 )        

主 間 伐 等  
291.26 ha 

（349.94 ha） 

472,570,122
 

 
主 伐 

 
13.17 ha  

利 用 間 伐 
278.09 ha 

（349.94 ha）  

立 木 補 償   5.60 ha 30,883,660

計 － 503,453,782

  （注1）販売額には補助金収入204,321,400円を含む 

  （注2）（ ）書きは外数で、令和５・６年度の２ヵ年施工分 

  

   ② 経 費 

区 分       内 容       事 業 費 ( 円 )        

主 間 伐 等 伐採搬出費等        340,654,251

立 木 補 償 調 査 費 等              370,000

計 － 341,024,251

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(２) 再造林 

造林補助金等を活用して、主伐の跡地に少花粉スギ苗木の植栽と獣害防止柵を

設置した。 

区 分       事 業 量       事 業 費     (円) 

植 栽   10.58 ha  11,353,100

獣 害 防 止 柵  4,626 m 14,125,100

計 － 25,478,200

 

(３) 保育事業 

造林補助金や緑化基金を活用して、森林の適正管理に向け保育間伐を実施した。 

区 分       事 業 量       事 業 費     (円) 

間 伐 75.60 ha 17,106,100 

 

(４) 作業道の開設等 

      造林補助金を活用して、高性能林業機械による立木の伐倒、集積、運搬など、主

伐や利用間伐作業の基盤となる作業道を開設した。 

区 分       事 業 量       事 業 費     (円) 

作 業 道 開 設 等          51,066 m 129,237,478 

 

(５) 施業除地協定の推進 

マツの植栽地など広葉樹に樹種転換が進んでいる自然林について、将来的に収益

が見込めない施業除地として、順次土地所有者に説明を進め、当初計画していた

2,000haの施業除地協定の締結が完了した。 

   なお､これに伴い森林資産5,035,756,786円を減額した。 

(財務諸表に対する注記7(2)） 

 

(６) 金融機関に対する支払い停止の表明 

    県の｢分収造林事業のあり方検討委員会｣において不適切とされた資金調達スキー

ムを解消するため、(株)三井住友銀行からの借入金416億円について､支払いの停止

を表明することで、債権が県に移転した。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

６ 県営分収育林事業（定款第４条第１項第７号､８号） 

 

森林所有者による間伐等の管理が行われず放置された生育途中のスギ・ヒノキ人工林 

2,360haについて、公益的機能と経済価値の高い100年生の森林を造成するため、利用間

伐や作業道を開設した。 

 

(１) 利用間伐事業 

    ① 収 入 

区 分       事 業 量       販 売 額 ( 円 )        

利 用 間 伐 14.95 ha 24,617,582 

立 木 補 償  0.38 ha 1,060,330 

計 － 25,677,912 

（注）販売額には補助金収入9,497,500円を含む 

 

② 経 費 

区 分       内 容       事 業 費 ( 円 )        

利 用 間 伐 伐採搬出費等           15,789,011

立 木 補 償 調 査 費 等 37,000 

計 －           15,826,011 

 

(２) 作業道の開設等  

区 分       事 業 量       事 業 費     (円) 

作 業 道 開 設 等          3,187 m 6,994,350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７  森林整備事業（定款第４条第１項第８号､11 号） 

 

  森林の防災機能の強化を図るため、県民緑税を活用した「災害に強い森づくり」事業

の基本計画調査、整備造成工事を実施した。 

 

(１) 緊急防災林整備（渓流対策） 

流木・土石流災害が発生する恐れのある危険渓流沿いの森林において、危険木の

除去や間伐など災害緩衝林整備を行った。 

区  分 箇所数 事 業 量    事業費(円) 備  考 

基本計画調査        21 235 ha 80,195,500 丹波市ほか７市町 

整備造成工事        14  73 ha 71,067,700 豊岡市ほか３市町 

計 － － 151,263,200  

 

(２) 里山防災林整備 

       山地災害の危険性の高い集落裏山の里山林において、人家への倒木の恐れのある

危険木の伐採等の森林整備や柵工等の簡易な防災施設を設置した。 

区  分 箇所数 事 業 量    事業費(円) 備  考 

基本計画調査        21 244 ha 151,228,000 豊岡市ほか13市町 

整備造成工事        19 223 ha 307,245,400 豊岡市ほか12市町 

計 － － 458,473,400  

 

(３) 野生動物共生林整備 

    野生動物による農作物被害等が甚大な地域において、人と野生動物との棲み分け

を図るバッファーゾーンの設置や広葉樹林整備を実施した。 

区  分 箇所数 事 業 量    事業費(円) 備  考 

基本計画調査        16 270 ha 107,939,700 養父市ほか10市町 

整備造成工事        15 368 ha 181,368,000 加西市ほか11市町 

計 － － 289,307,700  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

８  緑化事業 （定款第４条第１項第９号､11号） 

 

(１) 緑化基金による森林の整備造成等事業 

人工林の適正な管理や里山林の再生等をめざす「新ひょうごの森づくり」を推進

するため、間伐や里山林整備、再造林等の整備事業を行う市町等に対して、緑化基

金を財源とした補助金交付事務を実施した。 

事 業 名        事 業 量     事 業 費(円) 

「森林管理100％作戦」推進事業                     427 ha            5,685,632

住 民 参 画 型 里 山 林 再 生 事 業                       178 ha               3,127,000

資源循環林造成パイロット事業                     31 ha             16,490,000

協 働 の 森 づ く り 推 進 事 業 １式       1,020,000

企 業 の 森 づ く り 推 進 事 業                       １式             1,226,000

計 －       27,548,632

  （注）企業の森づくり推進事業は、収益事業等(緑化推進助成事業)で実施 

 

(２) 受託事業 

治山事業（保安林整備）や砂防事業（グリーンベルト整備）、森林環境譲与税等

を活用した森林整備事業など、県や市町が実施する事業の調査・計画策定、設計積

算業務を実施した。 

区       分 件 数     事 業 費(円) 

兵 
庫 

県 

 農 林 水 産 部    ６           53,369,800

 土 木 部    ２            16,199,700

 企 業 庁                 ２             17,700,100

市 町 等                 ９       82,957,600

計     19           170,227,200

 

９ 県有林等の管理等受託事業（定款第４条第１項第10号） 

県民の身近な森として利活用している県有林や、乱開発等を抑止するために県が取得

した県有環境林において、林内の巡視や危険木の伐採等の維持管理を実施した。 

区 分        箇 所 数 面 積 事 業 費(円) 

県   有   林 

〔巡視・施設修繕等〕 
10   275 ha 26,675,543

県  有 環 境 林          

〔巡視・森林保全等〕 
12 1,392 ha 35,949,880

計 22 1,667 ha 62,625,423



 

１０  県立三木山森林公園管理運営事業 （定款第４条第１項第12号） 

 

県から指定管理(令和４～８年度)を受け、市街地に隣接した約81haの自然豊かな森

林公園において、県民の文化・レクリエーション活動、森林環境学習の場として、人 

と森林
も り

とのふれあいを深める取組を推進した。 

このため、屋内外施設の適正な管理運営、利用促進に向けた公園情報の発信、体験

イベントなどに取り組んだ。また、生物多様性を育む公園として、草原や水辺(湿地)

環境の維持保全などに取り組んだ。さらに、三木市から天然記念物の指定(令和5年4

月21日)を受けた「コバノミツバツツジ群落」を適切に整備し、積極的に情報発信を 

行うとともに「人と森林
も り

との共生」を実現する魅力ある公園として管理運営を行った。 

事  業  内  容 事 業 費(円)

 ① 入園者数                                      553,378人 
 ② 施設等利用件数                                  3,592件 
   ア 音 楽 ホ ー ル                             178件 
   イ 多目的ホール、研修室                            111件 

ウ 森 の 風 美 術 館                            139件 
   エ 会 議 室                             199件 
   オ 森 の ク ラ フ ト 館                           2,634件 
   カ 茶 室                             18件 
   キ そ の 他                             313件 
 ③ 多様な森づくり等の実施 
  ア  森林管理 
  ・コバノミツバツツジ群落整備を含む低木林管理等 
  ・低木剪定、中高木の管理 
  ・森林病害虫等防除事業の受託（ナラ枯れ被害対策） 
  イ「生物多様性戦略」に基づく保全・再生 
  ・チョウの森、トンボ公園整備 
  ・ススキ、チガヤ草原の水辺環境整備 
  ・環境省の「モニタリングサイト1000里地調査」の実施 
  ウ 芝生や花壇の管理 
 ④ 森林・緑化に関する知識の普及等 
  ア 自然環境学習等 （10小学校、延べ19回・2企業、延べ2回） 
  イ 緑化相談等技術指導                             333件 
 ⑤ イベント等の企画実施 
  ア 普及啓発事業：自然観察会、木工教室等  33回 17,212人  
   イ 自主事業：シイタケ植菌体験、落語会等   9回  4,317人 
⑥ 施設の維持管理 
  ア 公園用地の巡視管理、建物施設の保守点検 ほか 
  イ 修繕工事 
  ・中央監視設備 パネルコンピューター 
  ・吸収冷温水器１号機冷却水チューブ薬品洗浄 
  ・クラフト館機械、展示室エアコン室外機修理 
 ⑦ 施設や活動内容等の情報発信等 
  ア イベントチラシの配布  年３回        75,000部 
  イ ホームページ、新聞、雑誌等による情報発信 
  ウ 展示室を利用した生物多様性の普及啓発等 

エ レストランで地元の素材を使った食事の提供等による食を
通じた魅力づくり 

128,192,324

 



 

１１ 次世代施設園芸モデル団地事業（定款第４条第１項第13号） 

     

    国及び県の補助金を活用して加西市に整備した「ひょうご次世代施設園芸モデル団 

地」について、県次世代施設園芸モデル団地運営協議会の方針や県・地元市等との協 

力のもと、（株）兵庫ネクストファームに、施設を賃貸する事業を実施した。   

区  分 事 業 内 容        事業費(円)

賃貸事業  施設等の貸付賃料の収受、土地使用料等の支払 3,195,272 

  （注）収益事業等(次世代施設園芸モデル団地事業)で実施 

 

  ［参考］ 

 施設の概要 

区   分 事 業 内 容 

事 業 地  加西市鶉野町・野条町（約８ｈａ） 

貸 付 施 設 ・フェンロー型温室（約0.89ha×４棟／計3.6ha） 

・統合環境制御設備 

・加温施設（木質バイオマスボイラー等） 

・集出荷施設・倉庫 等 

貸 付 先 

（施設運営主体） 
（株）兵庫ネクストファーム 

貸 付 期 間  2015年（平成27年）8月1日～2025年（令和7年）8月31日 

 

 

 

 

 



Ⅱ 令和５年度事業報告の附属明細書 

 

 １ 理  事  会 

開催年月日 名 称 ・ 場 所         出席者 決 議 事 項 

 

R5. 6. 9 

 

第５回理事会 

(兵庫県農業共済会館) 

 

13名 

 

(１)令和４年度事業報告について 

(２)令和４年度決算について 

(３)令和５年度会計監査人に対する報酬

等について 

(４)第５回社員総会の招集について 

 

 

R6. 2. 9 

 

第６回理事会 

(兵庫県土地改良会館) 

 

13名 

 

(１) 株式会社三井住友銀行に対する「支

払の停止」の表明について 

 

 

 R6. 3.14 

 

第７回理事会 

(兵庫県農業共済会館) 

 

 13名 

 

(１)令和５年度事業計画の変更について 

(２)令和５年度収支予算の補正について 

(３)会費の額等の決定について 

(４)令和６年度事業計画について 

(５)令和６年度収支予算について 

(６)業務方法書の変更について 

(７)諸規程の一部変更について 

(８)第６回社員総会の招集について 

 

 

  （みなし理事会） 

開催年月日 区 分 出席者 決 議 事 項 

 

R5. 4. 1 

 

 

理事会の決議の省略 

(定款第36条第2項関係) 

 

 

－ 

 

 

(１)常務理事の選定について 

(２)兵庫県農業会議会長及び常務理事の業

務の分担について 

(３)重要な職員の選任について 

(４)常勤の役員に対する報酬等の額につい

て 

 

 R5. 6.29 

 

理事会の決議の省略 

(定款第36条第2項関係) 

 

  － 

 

(１) 理事長、兵庫県農業会議会長、常務理

事の選定について 

(２)兵庫県農業会議会長、常務理事の業務

の分担について 

(３)特定理事の選任について 

(４)顧問の委嘱について 

  

 



２ 社 員 総 会        

開催年月日 名 称 ・ 場 所         出席者 決議事項及び報告事項 

R5. 6.29 第５回社員総会 

(兵庫県農業共済会館) 

84名 報告事項 

(１)令和４年度事業報告について 

(２)令和４年度決算について 

決議事項 

(１)役員の選任について 

R6. 3.27 第６回社員総会 

(兵庫県農業共済会館) 

84名 報告事項 

(１)分収造林事業のあり方検討委員会の

状況等について 

決議事項 

(１)令和５年度事業計画の変更について 

(２)令和５年度収支予算の補正について 

(３)会費の額等の決定について  

(４)令和６年度事業計画について 

(５)令和６年度収支予算について 

(６)業務方法書の変更について 

(７)役員の選任について 

 （注）出席者には、委任状・議決権行使による者を含む。 

 

 ３  顧 問 会 議        

開催年月日 名 称 ・ 場 所         出席者 諮  問  事  項 

 

R5.11.14 

 

ひょうご農林機構 

顧問会議 

［兵庫楽農生活センター、

(株)玄米家] 

 

５名 

 

(１)機構の概要 

(２)令和５年度事業の概要 

(３)現地視察 

 

 ４  監     査 

監 査 区 分      監査年月日 監 査 執 行 者 名         指摘事項 

〔監      事〕 

決  算 

 

 

中    間 

 

 

 

  例  月 

 

R5. 5.29 

 

 

 

R5.11.28 

 

 

 

R5.4月～R6.3月 

 

足 達 監 事 

吉 田 監 事 

船 田 監 事 

   

足 達 監 事 

吉 田 監 事 

船 田 監 事 

 

足 達 監 事 

な し 

［会計監査人〕 

  決  算 

 

  期  中 

 

R5. 5.23､24､26 

 

R5.12.7､8､12､15 

 

公認会計士 渡邉康夫 

 

公認会計士 渡邉康夫 

な し 



 ５ 内部統制に関する体制の運用状況 

 

   関係法令、定款及び機構規程を遵守して、令和５年６月９日開催の理事会で決議し 

  た「内部統制の整備に関する基本方針」の適切な運用を行っている。 

   特に、主要事業及び懸案事項に係る進行管理として、随時及び定期に業務を執行す

る理事並びに常勤の監事による会議を実施し、損失の危険の管理を行っている。 

    なお、令和５年度においては、定期の当該会議を 12 回実施した。 

   

   今後も、「内部統制の整備に関する基本方針」を適切に運用し、理事の職務の執行 

  が法令及び定款に適合することを確保し、その他法人の業務の適正を図れるよう取り 

  組む。 

 
 

内部統制の整備に関する基本方針 
 
   「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第90条第４項第５号」及び「一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第14条」の規定に基づき、内部統

制の整備に関する基本方針を以下のとおり定める。 
 
 １ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

  (１) 理事は、関係法令、定款及び機構規程を遵守し、公正な職務執行を行うこ

とを確保する。 

(２) 理事長及び業務を執行する理事は、理事会の決議を理事が合理的に行える

ように、充分な情報提供を行わなければならない。 

(３) 理事は、重大な法令違反、その他法令、定款及び機構規程の違反に関する

重大な事実を発見した場合には、遅滞なく理事会及び社員総会において報告

するものとし、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な

取扱いを受けないものとする。 

(４) 監事は、理事会への出席、業務執行状況の調査などを通じ、理事の職務執

行の監査を行う。 

  

 ２ 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

  (１) 理事は、理事会及び社員総会、その他重要な会議の議事録を、法令及び機

構規程に従い作成し、適切に保存、管理する。 

  (２) 職員の職務に関する文書については、法令、「公益社団法人ひょうご農林機

構文書取扱規程」及び「公益社団法人ひょうご農林機構文書の整理編さん保

存基準」等機構規程に基づき適切に作成、保存、管理する。 

 

 ３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

    業務を執行する理事に、職員が主要事業及び懸案事項に係る進行管理の状況に

   ついて報告し、必要に応じて業務を執行する理事が指示事項を職員に示し、損失

   の危険の管理を行う。 

     また、業務を執行する理事の判断を要する案件については、随時、職員が業務

   を執行する理事に諮り、対応方法等の指示を受け、対応等を行う。 

 ４ 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

  (１) 理事会は、原則年２回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的

な意思決定を行う。 



  (２) 理事会及び社員総会の決定に基づく業務執行は、「公益社団法人ひょうご農

林機構組織規程」及び「公益社団法人ひょうご農林機構決裁規程」等機構規

程に基づき、組織的かつ効率的な執行を行う。 

 

５ 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

  (１) 職員は、重大な法令違反、その他法令、定款及び機構規程の違反に関する

重大な事実を発見した場合には、直ちに理事に報告するものとし、当該報告

をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものと

する。 

  (２) 職員の法令、定款及び機構規程に違反する行為については、「公益社団法  

       人ひょうご農林機構職員就業規則」等機構規程に基づき、懲戒を決定する。

 

 ６ 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に

   関する事項、当該職員の理事からの独立性に関する事項及び監事の当該職員に対

   する指示の実効性の確保に関する事項 

  (１) 監事が、その職務を補助すべき職員を置くことを求めたときは、理事長は

     職員から監事補助者を任命する。 

  (２) 当該職員は、監事から具体的に指示のあった職務の執行にあたっては、監

事の指揮命令を受け、理事の指揮命令を受けない。 

  (３) 当該職員の異動及び懲戒には、監事の同意を必要とする。 

 

 ７ 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体

   制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

   ないことを確保するための体制 

   理事及び職員は、機構に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、及び理事及び職

   員の重大な法令違反、その他法令、定款及び機構規程の違反に関する重大な事実

   を発見した場合には、直ちに監事に報告するものとし、当該報告をした者が当該

   報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。 

 

 ８ 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職

   務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

   監事の職務の執行について生ずる費用等については、役員等の報酬等に関する

   規程等機構規程に基づき適正に処理するものとする。 

 

 ９ その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

  (１) 監事は、理事会に出席するほか、必要に応じて重要な会議に出席すること

ができ、機構の業務執行に関する報告を受け、業務を執行する理事の決裁等

については原則として回付を受けるものとする。 

  (２) 監事は、いつでも必要に応じて、理事及び職員に対して報告を求めること

ができる。 

  (３) 監事及び会計監査人は、監査を効率的に実施するとともに監査情報の交換

をするため、随時連絡調整する。 

 

 10 公益通報制度により通報した通報者の保護等を確保するための体制 

   理事、監事及び職員が法令違反行為等又はそのおそれのある事実を発見し、公

益通報制度により通報した場合は、当該通報をした者が当該通報をしたことを理

由として不利な取扱いを受けないものとする。 



 ６  登 記 事 項        

 

    令和 ５年 ４月１０日    理事の変更登記 

令和 ５年 ７月１３日    理事、代表理事、会計監査人の重任登記 

 

 ７  役 員 の 変 更 

     

令和 ５年 ４月 １日   就 任   理事  中島 達也 

    令和 ６年 ３月２７日   辞 任   理事  中村 良祐 

                 辞 任   理事  岩見 武三 

   令和 ６年 ３月２７日   就  任      理事  波々伯部 正 

                 就  任      理事  津田 義和 

   令和 ６年 ３月３１日   辞 任   監事  足達 和則 

                 

                 

                            

 ８  社 員 の 増 減 

区   分 社 員 数 

令 和 ４ 年 度 末 ８５ 

令 和 ５ 年 度 末 ８４ 

差 引 増 減 △１ 

 

 

 ９  役 職 員 の 増 減 

区   分 
役     員 

職   員 
理  事 監  事 

令 和 ４ 年 度 末 １７ ３ ２１９ 

令 和 ５ 年 度 末 １６ ３ ２１７ 

差 引 増 減 △１ ０   △２ 

 



１０　職　員　現　員　表

2 1 3 12 15

県 南 事 務 所
1

兵庫県立三木山
森 林 公 園 管 理
事 務 所

県 北 事 務 所
118 3

11 3 14 10 25

11 22

(12)

15 15 1 3 19

(11) (11) (1)

(40)

40 40 17 57

(40) (40)

農村・担い手部
(3) (3) (2)

(49)

46 51 28 80

(3) (45) (48) (1)

1

2

12 1 3 16

(5)

3 3 15 20

（令和６年３月３１日現在）

経 営 企 画 部
(5) (4)

区　　　分 主　事 技　師 技術員 小　計

本
　
　
　
　
社

7

農 地 対 策 部
5

う ち
農 地 管 理
事 務 所

森 林 緑 化 部

再任用 嘱　託 計

(9) (9)

5

※兵庫県農業会議業務従事職員２３名を含む
※（　）内は県派遣職員で内数
※県派遣職員のうち５８名は併任
　（併任職員の内訳）経営企画部　　　技師４名
　　　　　　　　　　農地対策部　　　主事２名、技師４４名
　　　　　　　　　　（うち農地管理事務所　技師４０名）
　　　　　　　　　　森林緑化部　　　技師８名
※兼務役員１名を除く

合　　　　計
(10) (66) (76) (6) (82)

14 93 7 114 8 95 217

兵 庫 楽 農 生 活
セ ン タ ー

(2) (3) (5) (2) (7)

2 3 5 2 13 20



１１　組　　　織

県 南
事 務 所

業

務

第

２

課

県 北
事 務 所

兵 庫 楽 農 生 活
セ ン タ ー

農

地

管

理

事

務

所

楽

農

学

校

課

管

理

運

営

課

（

10

楽

農

交

流

課

兵庫県立三木山森
林公園管理事務所

（令和６年３月31日現在）

理　事　長

監　　　事 会計監査人

兵庫県農業会議常 務 理 事
兵庫県

農業会議会長

本　　　社

理　　　　事

森 林 緑 化 部

園 芸 団 地
担 当

農地集約

推進担当

森 づ く り
支 援 担 当

管

理

課

経

営

課

園

芸

団

地

課

地

域

づ

く

り

課

経

営

支

援

課

農

地

活

用

課

経 営 企 画 部 農村・担い手部 農地対策部

農

地

調

整

課

農
地
集
約
推
進
担
当

森

林

管

理

課

森

林

整

備

課

森

づ

く

り

支

援

担

当

箇
所
）

業

務

第

１

課

業

務

第

１

課

業

務

第

２

課

総

務

課




